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平成２２年度 事業原簿（ファクトシート） 
 

平成２２年４月１日 作成 
平成２３年５月   現在 

制度・施策名称 エネルギーの高度利用・エネルギー源の多様化 
事業名称 中小水力発電開発事業 コード番号：Ｐ９９０４３ 
推進部署 新エネルギー部       

事業概要 

中小水力発電施設の設置等を行う事業者に対し、建設費の一部を補助する
ことにより初期発電単価を引き下げることで開発の促進を図り、電源の開
発・利用に資する。 
①対象事業 

・ 水力発電施設の設置等事業 

イ） 出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施

設の設置を行う事業 

ロ） 出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施

設の改造を行う事業 

・ 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 
   出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施

設の設置又は改造に当たり新技術の導入を行う事業 
②対象事業者 

・ 一般電気事業者 

・ 公営電気事業者等卸供給事業者、卸電気事業者 

・ 特定規模電気事業者 

・ 特定電気事業者 

・ 自家用発電所を設置する者 
③補助率 

・ 水力発電施設の設置等事業 
イ）１，０００ｋＷ超５，０００ｋＷ以下  ２/１０を限度とする 
ロ）５，０００ｋＷ超３０，０００ｋＷ以下 １/１０を限度とする 
 経済性の低い事業は１/１０割増の特例措置を適用。 
また、天災事由による損壊の復旧に伴って１００ｋＷ以上の出力増
加する場合にも補助対象。 

・ 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 
新技術を導入した部分       １／２を限度とする 

事業規模 

事業期間：平成１１年度～平成２２年度         （百万円） 
 Ｈ11～20年度 

（総額実績） 
Ｈ21年度 
（実績） 

Ｈ22年度 
（実績） 

合 計 

予算額 22,667 552 680 23,899 
執行額 13,522 493 431 14,446 

１．事業の必要性 
内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

ため、環境負荷の小さい純国産エネルギーである水力発電の開発を積極的に推進する必要
がある。 

水力発電は、中小規模の場合、大規模に比べ建設単価、発電原価が割高になるため、水
力発電の導入を拡大させていく観点から中小水力発電施設設置に対する補助を行い、初期
発電単価を引き下げることで中小水力発電の開発の促進を図ることが必要。 
 
２． 事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 

① 目 標 
平成２１年８月に経済産業省が公表した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」の最大

導入ケースにおける一般水力の導入予測目標値は平成４２年度（２０３０年度）で出力２，
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３０２万ｋＷとされている。一方、平成２１年度現在の一般水力の導入量は２，０７３万
ｋＷであり、さらに開発・導入を行うべき目標は約２３０万ｋＷとなっている。したがっ
て、中小水力発電の開発・導入の担い手である一般電気事業者・公営電気事業者等による
開発事業を支援し、また、水力発電事業に着手する自治体、企業等に広く本事業の情報を
提供することにより、政府の目標達成に貢献することを目標とする。 
 

②指 標 
・ 新規中小水力発電施設の設置等に伴う発電出力、事業件数 

・ 中小水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業件数 
 
③達成時期 
  平成２２年度（２０１０年度） 
 
④情勢変化への対応 

特になし。 

３．評価に関する事項 
①評価時期 
年度評価：平成２３年５月 

②評価方法 
年度評価：ユーザーアンケートを活用した内部評価で実施する。 

 

 
［添付資料］  

（１）平成２２年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定）（略）  

（２）中小水力・地熱発電開発費等補助金（中小水力発電開発事業、地熱発電開発事業及び地熱開

発促進調査事業）交付要綱（略）  

（３）平成２２年度実施方針（略）  

（４）平成２２年度事業評価書  
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平成２２年度 事業評価書 
 

作成日 平成２３年 ８月 ５日 
制度・施策名称 エネルギーの高度利用・エネルギー源の多様化 

事業名称 中小水力発電開発事業 コード番号：Ｐ９９０４３ 
担当推進部 新エネルギー部 

０．事業実施内容 
中小水力発電施設の設置等を行う事業者に対し、建設費の一部を補助することにより初期 

発電単価を引き下げることで開発の促進を図り、石油代替エネルギーの開発及び導入  
の促進に資する。 
 

①対象事業 
・ 水力発電施設の設置等事業 

イ） 出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施設の設置を行う事業 

ロ） 出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施設の改造を行う事業 

・ 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 
  出力が１，０００ｋＷを超え３０，０００ｋＷ以下の水力発電施設の設置又は改造に当

たり新技術の導入を行う事業 
②対象事業者 

・ 一般電気事業者 

・ 公営電気事業者等卸供給事業者、卸電気事業者 

・ 特定規模電気事業者 

・ 特定電気事業者 

・ 自家用発電所を設置する者 
③補助率 

・ 水力発電施設の設置等事業 
イ）５，０００ｋＷ以下              ２/１０を限度とする 
ロ）５，０００ｋＷ超３０，０００ｋＷ以下     １/１０を限度とする 

経済性の低い事業は１/１０割増の特例措置を適用。 
また、天災事由による損壊の復旧に伴って１００ｋＷ以上の出力増加する場合にも
補助対象に追加。 

・ 水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業 
新技術を導入した部分       １/２を限度とする 

④平成２２年度実施内容 
・水力発電施設の設置等事業 １６件 

（うち１件は設置等に係わる新技術の導入事業を含む） 
・水力発電施設の設置等に係る新技術の導入事業    １件 
 

１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 
平成２１年８月に経済産業省が公表した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」の最大導

入ケースにおける一般水力の導入予測目標値は平成４２年度（２０３０年度）で出力２，３
０２万ｋＷとされている。 

一方、平成２１年度現在の一般水力の導入量は２，０７３万ｋＷであり、さらに開発・導
入を行うべき目標は約２３０万ｋＷとなっている。また、建設場所の奥地化等により水力発
電施設の設置に係る発電コストは依然として高い。このため、エネルギー源としての競争力
を一層向上させ、導入を拡大させていくことが必要である。 
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２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 
① 手段の適正性 

中小水力・地熱発電開発費等補助金（中小水力発電開発事業）交付規程に基づき、当年度の「実
施方針」を策定し、この方針に沿って事業を遂行している。 
また、補助事業として申請された工事内容に対し事業費の妥当性や遂行能力、また電気事業法

及び河川法等に基づく行政処分状況などを十分審査するとともに、機械システム工学や土木工学
などの外部有識者からなる採択審査委員会を開催して客観的な審査基準に基づく公正な採択を
行っており、実施体制は適正である。 
 

② 効果とコストとの関係に関する分析 
今後完成する予定の発電所のｋＷ当たりの補助金額は６０千円/ｋＷであり、平成２２年までに

完成した発電所の補助金額２００千円／ｋＷの約３分の１となっている。 
これは、今後完成する発電所の出力規模が大きくてｋＷ当たりの総建設費用が少なく、かつ、

補助率が低いためであり、より効率的な補助事業が可能な方向へ進んでいる。 
 

＜ｋＷ当たりの補助金額※1＞ 
○平成２２年度までに完成した発電所・・・・・ ２００千円／ｋＷ（平均出力：約３３３ｋＷ） 
○今後完成する発電所(至近５ヶ年[Ｈ２３～２７]完成予定)・・・６０千円/ｋＷ（平均出力：
約７，１３３ｋＷ） 
 

【参考】 ＜ｋＷ当たりの建設単価※1＞ 
○平成２２年度までに完成した発電所・・・・・・・・・・・・・８８２千円/ ｋＷ  
○今後完成する発電所(至近５ヶ年[Ｈ２３～２７]完成予定)・・・５５３千円/ ｋＷ 

表１．ｋＷ当たりの補助金額及び運用開始発電所出力 
項目 Ｈ11 H12 H13 H14 H15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 実績 Ｈ23～27 

kW当たりの 
補助金額(千円)※1 - 163 220 213 254 22 25 227 - 201 － 177 

過 年 度 平 均

200 
60 

当該年度運用開始 
発電所出力(×103kW) 

15.4 13.8 43.3 28.1 11.4 3.1 5.8 27.0 6.4 3.7 0 3.3 
合計 
161.3 

99.8 

※１ 集計上、建設途中からＮＥＤＯの補助金を適用したもの及び災害復旧箇所は除く。 
 

３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 
これまでの本事業による開発効果としては、平成２２年度迄の合計発電電力量は５，１３１×106

ｋＷｈである。これは原油換算量１，０９２×１０３ｋＬ、二酸化炭素排出換算量２，８４８×103
トンに相当し、石油代替エネルギー源の開発及び地球温暖化防止に寄与している。 
また、平均建設単価は８８２千円/ｋＷ程度と火力発電(２００～３００千円/ｋＷ程度)に比べ高

くなっており、本事業による補助金（表１：過年度平均２００千円/ｋＷ）は事業者負担低減及び
水力発電推進に大きく貢献している。 

 
表２．補助金交付による開発効果※1 

項目 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22※２ 合計 

発電電力量 
（×106ｋＷｈ） － 70 136 313 438 490 504 531 636 662 667 684 5,131 

石
油
代
替
効
果 

原油換算量 
（×103ｋＬ） － 15 29 67 93 104 107 113 135 141 142 146 1,092 

二酸化炭素排
出換算量 
（×103トン） 

－ 39 75 174 243 272 280 295 353 367 370 380 2,848 

※１ 開発効果は、各年度までに完成した発電所の効果の累積値。（集計上、災害復旧箇所は除く。） 
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平成２２年度は、１６事業者（事業１６件）に対して補助金額で合計４．２億円の補助を行った。 
現在補助を行っている事業が運用開始すると総出力約１１．３万ｋＷ、年間可能発電量約４．６億
ｋＷｈの成果が得られる。 

表３．新規採択の事業件数・合計出力 
 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 H22 合計 

件 
数 

設置等事業 
31 
 

3 
(28) 

5 
(22) 

4 
(22) 

13 
(30) 

12 
(31) 

18 
(41) 

10 
(39) 

0 
(15) 

2 
(13) 

2 
(15) 

2 
(16) 

102 
 

新技術 
導入事業 

2 
 

0 
(2) 

0 
(2) 

0 
(0) 

1 
(1) 

1 
(2) 

0 
(1) 

1 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0) 
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新規採択 
合計出力(×103kW) 

152.8 3.1 4.8 2.3 38.0 11.9 18.2 18.2 0 12.4 18.9 3.9 284.5 

注．（ ）内の数字は前年度からの継続事業件数との合計値を示す 
 
 
なお、本事業については、全量買取制度の導入を見据え、経済産業省の行政事業レビュー（平成

２２年５月）において廃止を含めた抜本的見直しが必要との検討結果が出された 。 
 
４．優先度（事業に含まれる各テーマの中で、早い時期に、多く優先的に実施するか） 
 特になし 
 
５．その他の観点（ユーザーアンケートの結果） 

補助事業者にアンケートを実施し、制度利用に当たっての意見を求めたところ、全体評価・制
度面・手続き面とも８割程から、概ね肯定的な回答が得られている。 
補助率については、多数の補助事業者が更なる向上を望んでいるものの、補助がなかった場合

には「事業を断念する」と回答した事業者は約３割以上であり、本補助制度に対する有効性が認
められる。 
 ア.全体評価について 

満足、どちらかといえば満足             … ７７％ 
イ.補助制度の利用のしやすさについて 

利用しやすい、どちらかと言えば利用しやすい    … ７７％ 
ウ.補助率について 
  低い  … ５４％ 、建設単価に応じて補助率変更 … ２３％ 
エ.ＮＥＤＯの補助事業が無かった場合 

事業を断念  … ３８％   、 自費で導入  … ２３％ 

６． 総合評価 

① 総括 
近年の補助対象範囲の拡大、災害復旧に対する助成策により、事業採算性の向上による発電所

建設計画の一層の促進が図られたことから一定の補助申請件数を確保している。 
本事業による効果として、平成２２年度迄の合計発電電力量は５，１３１×１０６ｋＷｈであ

る。これは原油換算量１，０９２×１０３ｋＬ、二酸化炭素排出換算量２，８４８×１０３トンに
相当し、石油代替エネルギー源の開発及び地球温暖化防止に一定の寄与をしている。 

また、補助対象事業における平均建設単価は８８２千円/ｋＷ程度と火力発電(２００～３００
千円/ｋＷ程度)に比べ高くなっており、本事業による補助金（表１：過年度平均２００千円/ｋＷ）
は事業者負担低減及び水力発電推進に大きく貢献した。 
② 今後の展開 

本事業を含めた中小水力・地熱発電開発費等補助金については、平成２２年５月の経済産業省
の行政事業レビュー結果を踏まえ、「全量買取制度の導入を見据え、建設費に対する補助は廃止（後
年度負担分のみ継続）。また、事業者からの申請に基づく調査支援措置を２２年度で廃止し、真に
国として開発優先度が高い地点に絞り込んだ調査事業に改め、「新エネルギー等導入促進基礎調査
委託費」に統合。」することとなり、本補助事業は平成２３年度以降実施しない。 （なお、後年
度負担分は、他の執行団体により実施される 。） 
 

 


